
○
総
務
省
令
第
百
号

国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
令
を
廃
止
す
る
等
の
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
七
十
三
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
令

（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八

号
）
（
恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
附
則
そ
の
他
恩
給
に
関
す
る
法
令

を
含
む
。
）
を
実
施
す
る
た
め
、
恩
給
給
与
細
則
及
び
国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
省
令
附
則

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
会
議
員
互

助
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
十
一
月
十
八
日

総
務
大
臣

金
子

恭
之

恩
給
給
与
細
則
及
び
国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
省
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
恩
給
給
与
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

恩
給
給
与
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
総
理
府
令
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定



（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に

改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
未
支
給
金
の
請
求
等
）

（
未
支
給
金
の
請
求
等
）

第
十
一
条

恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
十
条
ノ
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
恩
給
の
未
支
給
金

第
十
一
条

［
同
上
］

の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
遺
族
又
は
相
続
人
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
請
求
書
に
次
の
書
類
を
添
付
し
て
、

こ
れ
を
総
務
省
に
差
し
出
す
こ
と
を
要
す
る
。
た
だ
し
、
遺
族
が
未
支
給
金
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同

時
に
規
則
第
六
条
の
請
求
を
行
う
と
き
は
、
次
の
書
類
は
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

権
利
者
の
死
亡
当
時
の
請
求
者
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄

一

請
求
者
の
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
権
利
者
の
死
亡
当
時
の
請
求
者
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

本
又
は
不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
第
二
百
四
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

が
で
き
る
も
の
）

交
付
を
受
け
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

［
二

略
］

［
二

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



（
国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
省
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
会
議
員
互
助
年
金
法
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
省
令
（
平
成
十
八
年
総
務
省
令
第
四
十
九
号
）
附
則
第

二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
会
議
員
互

助
年
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に

改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
未
支
給
金
の
請
求
等
）

（
未
支
給
金
の
請
求
等
）

第
七
条

［
略
］

第
七
条

［
同
上
］

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
え
る
こ
と
を
要
す
る
。
た
だ
し
、
遺
族
が
未
支
給
金
を
請
求
す
る
場

２

［
同
上
］

合
に
お
い
て
、
同
時
に
令
第
五
条
又
は
第
七
条
の
請
求
を
行
う
と
き
は
、
次
の
書
類
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な

い
。

一

権
利
者
の
死
亡
当
時
の
請
求
者
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄

一

請
求
者
に
関
す
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
（
権
利
者
の
死
亡
当
時
の
請
求
者
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す

本
又
は
不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
第
二
百
四
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
）

交
付
を
受
け
た
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し

［
二

略
］

［
二

同
上
］

［
３

略
］

［
３

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


